
NO 8
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 6 4 66.7% 平成３０年度 8 8 100.0%

令和元年度 6 6 100.0% 令和元年度 8 3 37.5%

令和２年度 6 － － 令和２年度 8 － －

令和２年度事務事業評価シート 所管課 ⾼輪地区総合⽀所　まちづくり課

 １ 事業名 ⾼輪地区まちづくり相談・まちづくりコンサルタント派遣  １０ 事業費の状況

 ２ 基本政策 １　都⼼の活⼒と安全・安⼼・快適な暮らしを⽀えるまちをつくる 予算状況の内訳 決算状況

補正予算 予算現額 決算額 執行率

区⺠が⾃主的なまちづくりを⽬指し、その調査研究活動を⾏う場合に、区に登録されたコンサルタント（都市計画や建
築等の専門家）の派遣や活動に関する費用等を⽀援します。

平成３０年度 328 0 0 328

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

201 61.3%

令和元年度 328 0 0 328 95 29.0%

－ － －

社会情勢の変化などを踏まえて、平成19年4⽉に「港区まちづくりマスタープラン」の改定を⾏いました。このまちづくりマス
タープランでは、「⼈にやさしい良質な都市空間・居住環境を、皆で維持し、創造し、運営していく」というまちづくりの基本
理念のもと、おおむね20年後を⽬標として、将来都市像やまちづくりの課題への取り組み⽅針を⽰しています。まちづくり
マスタープランに掲げられた都市像の実現に向けて、区⺠や通勤・通学者、地域で活動する企業など、地域の発意によ
るまちづくりを進めるための仕組み等について定めた「港区まちづくり条例」を制定し、地域主体のまちづくり活動を⽀援し
ています。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 327 － －

その他

平成３０年度 100.0% 328 0 0 0

令和元年度 100.0% 328 0 0 0

令和２年度 100.0% 327 0 0 0

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

　本事業は、区主導のまちづくりと住⺠主導のまちづくりが協働して、住⺠が安全で安⼼して、快適に⽣活できるまちを⽬指す
制度として活用されており、まちづくり活動に⽀障がないよう、今後も継続して⽀援が必要です。今後も、新たなまちづくり活動
への⽀援のニーズがあると考えています。
　以上のことから、本事業は継続と考えています。⾼輪地区総合⽀所では、まちづくり協議会が6団体あり、安全・安⼼なまち
づくり向けて活動を⾏っております。令和元年は、まちづくりコンサルタント派遣は3件あり、住⺠主導のまちづくりのために必要な
制度です。

 ８ 事業実績・指標

 1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

地域のまちづくり活動をソフト⾯で⽀援する本事業は、年度ごとに事業実績の差異があるものの、⽀援のニーズがあり必要な制
度であることから「継続」評価とします。

港区まちづくり条例及び施⾏規則（平成19年10⽉1⽇施⾏）、港区まちづくりコンサルタント派遣要綱（昭和60年4
⽉1⽇）、港区まちづくり活動助成要綱（平成20年4⽉1⽇施⾏）

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

 ３ 政策名 (１) 多様な⼈びとがいきいきと暮らせる都市ルールを確⽴する

 ４ 施策名 ②参画と協働によるまちづくりの推進

指標２
コンサルタント派遣件数

まちづくり協議会︓登録団体　　６団体
まちづくりコンサルタント派遣︓３件
（まちづくりについて専門家を派遣し、専門家から助⾔、指導を⾏います。）
まちづくり活動助成︓０件
（まちづくりに関する活動の一部について助成⾦として費用を負担します。）

指標１
まちづくり協議会登録数



NO 9
（単位︓千円）

当初予定 実績 達成率 当初予定 実績 達成率

平成３０年度 60 49 81.7% 平成３０年度

令和元年度 60 31 51.7% 令和元年度

令和２年度 60 － － 令和２年度 － －

 ３ 政策名 （８）緑や水辺を保全・創造し、⼈や⽣物にやさしい都⼼環境をつくる

 ４ 施策名 ④　みどりの保全と創出

指標２

＜園芸講座＞
緑に関する知識の習得の機会として、5⽀所で開催しています。当⽇は、園芸や緑化に関する相談も⾏えるような講座
として、園芸の専門家を講師に招いています。なお、費用については受益者負担（1,000円）を徴収しています。

指標１
園芸講座参加人数  1２ 事務事業評価における最終評価

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

公園指定管理業務において、各地区にて公園の普及啓発事業として、類似の事業が開催されており、区が独⾃に委託事業
として実施している園芸講座は重複していることから、「廃止」評価とします。

港区みどりを守る条例（昭和49年6⽉28⽇施⾏）、港区みどりを守る条例施⾏規則（昭和49年6⽉28⽇施⾏）

 ９ 基本計画・個別計画・関連する法令等

209 0 0 45

 ７ 事業内容

1１　本事業に係る所管課の意⾒（⼀次評価）

１継続　　　　　２統合　　　　　３縮小・一部廃止　　　　４廃止

＜園芸講座＞公園指定管理者が⾃主事業として類似事業を実施していることから、公園指定管理業務に移⾏します。

 ８ 事業実績・指標

その他

平成３０年度 76.0% 190 0 0 60

令和元年度 76.4% 194 0 0 60

令和２年度 82.3%

－ － －

区内に残された⾃然環境を保全するため、区では昭和49年に緑の保護・育成、普及・啓発という視点から「港区みどり
を守る条例」を制定し、保護樹⽊・樹林の制度化、公共施設の緑化や⺠間施設の緑化指導、各種緑化施策を展開
してきました。各地区総合⽀所では区⺠へ緑に関⼼を持つ機会を提供し、緑への理解と普及啓発を図ることを⽬的に
毎年園芸講座を開催しています。

財源内訳

年度 一般財源割合 一般財源 国庫支出金 都支出金 ６ 背景、経緯

令和２年度 254 － －

84.8%

令和元年度 254 0 0 254 244 96.1%

補正予算 予算現額 決算額 執行率

植⽊市の実施（⿇布地区・芝地区のみ）、園芸講座の実施により区⺠への緑化の促進、普及啓発を図ります。

平成３０年度 250 0 0 250

 ５ 事業説明文

年度 当初予算額 流用

212

 ２ 基本政策 ２　環境にやさしい都⼼をみなで考えつくる 予算状況の内訳 決算状況

令和２年度事務事業評価シート 所管課 ⾼輪地区総合⽀所　まちづくり課

 １ 事業名 ⾼輪地区緑化普及啓発  １０ 事業費の状況


